
募集期間：平成31年１月23日（水曜日）から２月21日（木曜日）まで

No. 御意見（要旨） 東京都としての考え方

第１章　はじめに

1
　Ｐ２　１６行目、「適正な飲酒」を「節度ある適度な飲酒」あるいは「節度ある飲酒」に
修正していただきたい。

　御意見の趣旨を踏まえるとともに、飲酒に伴うリスクや節度ある飲酒など広く
飲酒の正しい知識を普及啓発することから、「適正な飲酒に向けた普及啓発」
を「飲酒に関する正しい知識の普及啓発」に修正しました。

第２章　アルコール健康障害等を巡る都の現状

2
　状況を並べるだけでなく、その状況が示すことはどういうことなのか、東京都には
どのような課題があると認識しているのかを記載していただきたい。

　都としての現状と課題の認識については、第４章において具体的に記載して
います。

3
　Ｐ５　１（３）適切な1回当たりの飲酒量の認知度の表全体を削除していただきた
い。

　御意見を踏まえ、表全体を削除しました。

4
　Ｐ５　１（４）適切な飲酒量にするため工夫している割合の表全体を削除していただ
きたい。

　御意見を踏まえ、表全体を削除しました。

第３章　アルコール健康障害対策の基本的な考え方

5
　Ｐ９　３「取組を進める上での視点」を「取組を進める上での重点課題と目標」に修
正していただきたい。

　御指摘の「取組を進める上での視点」は、どのような取組に重点を置くかに
ついての考え方を示したものです。

6
　Ｐ９　３（１）アルコール健康障害の発生を予防」の「適正な飲酒」を「節度ある適度
な飲酒」（あるいは「節度ある飲酒」）に修正していただきたい。

　御意見の趣旨を踏まえるとともに、飲酒に伴うリスクや節度ある飲酒など広く
飲酒の正しい知識を普及啓発することから、「適正な飲酒」の「適正な」を削除
しました。

7

　Ｐ９　３（１）生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している人の割合の減少につい
て、数値目標を明記していただきたい。
　また、健康日本21の数値目標である「未成年者の飲酒をなくす」「妊娠中の飲酒を
なくす」もぜひ数値目標に立てていただきたい。

　都民の方々や未成年者、妊娠中の飲酒への対応については、第４章「１　教
育の振興等」において、具体的な取組を記載しています。

「東京都アルコール健康障害対策推進計画（案）」
パブリックコメント募集に寄せられた御意見について

◆意見提出者数：８ （うち、個人：７、法人：１）、意見総数：４６件 

資料３ 
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No. 御意見（要旨） 東京都としての考え方

8
　Ｐ９　３（２）相談拠点と専門医療機関について、数値目標を明記していただきた
い。関係機関との連携体制についても、関係機関の内容を具体的に示していただき
たい。

　第４章において、精神保健福祉センターを相談拠点として明確に位置づける
こと及び専門医療機関を１か所以上選定することについて記述しています。
　関係機関の具体的な内容については、第４章のそれぞれの取組において記
載をしています。

第４章　具体的な取組

　１　教育の振興等

9
　Ｐ１０　３１～３２行目、「また、飲酒をする人のうち、適切な飲酒量にするため工夫
している人の割合でも、女性の方が低下しています。」を削除していただきたい。

　御指摘を踏まえ、削除しました。

10
　Ｐ１１　４行目、「適正な飲酒」を「節度ある適度な飲酒」（あるいは「節度ある飲
酒」）に修正していただきたい。

　御意見の趣旨を踏まえるとともに、飲酒に伴うリスクや節度ある飲酒など広く
飲酒の正しい知識を普及啓発することから、「適正な飲酒」を「飲酒に伴うリス
クや節度ある適度な飲酒」に修正しました。

11

　Ｐ１３　５～６行目、「飲酒運転者の中には、倫理や道徳を軽視している者やアル
コール依存症の疑いのある者もおり、意識を根底から変えていく必要があります。」
を「飲酒運転者の中には、多量飲酒者やアルコール依存症の疑いのある者もおり、
アルコールの分解時間の知識や飲酒習慣の見直し、アルコール依存症の治療など
が必要になります。」に修正していただきたい。
　倫理や道徳を軽視している者とアルコール依存症の疑いのある者を併記すると、
依存症への偏見助長になる可能性もあるため修正していただきたい。

　御意見の趣旨を踏まえ、「飲酒運転者の中には倫理や道徳を軽視している
者やアルコール依存症の疑いのある者もおり、」を「飲酒運転者の中には、倫
理や道徳を軽視している者などもおり、」に修正しました。

12
　教職員を対象とした取り組みの記載がない。教職員を対象としたアルコールにつ
いての健康教育などは必要だと思う。

　「飲酒と健康」が学習指導要領に位置付けられているため、区市町村教育委
員会対象の指導主事連絡会及び都内公立中学校・高等学校対象の保健体育
科主任連絡会において、毎年、指導を行っており、「推進」の内容として、教職
員への啓発を包含しています。

13 　教職員への啓発についての項目を加えていただきたい。

　「飲酒と健康」が学習指導要領に位置付けられているため、区市町村教育委
員会対象の指導主事連絡会及び都内公立中学校・高等学校対象の保健体育
科主任連絡会において、毎年、指導を行っており、「推進」の内容として、教職
員への啓発を包含しています。

14
　未成年者に飲酒させないだけでなく、その背景も分析して取り組むことも必要では
ないかと思う。未成年に「飲まないでね」と指導するだけでなく、親世代への啓発が
必要になると思う。

　親世代も含め、広く都民に対して節度ある適度な飲酒に関する正しい知識や
アルコール関連問題についての知識の普及等を図っていきます。
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No. 御意見（要旨） 東京都としての考え方

15 　保護者への啓発についての項目を加えていただきたい。

　親世代も含め、広く都民に対して節度ある適度な飲酒に関する正しい知識や
アルコール関連問題についての知識の普及等を図っていきます。
　また、こうした趣旨については、計画本文の「１　教育の振興等」の「（広報・
啓発の推進）」の部分に記載しています。

16

　Ｐ１４　８～１０行目、「飲酒の健康影響や、妊婦・授乳中の女性の飲酒による胎
児・乳児への影響、男女ごとの適度な飲酒量など、適正な飲酒に関する正しい知識
について、普及啓発を行います。」について、
　男女ごとの適度な飲酒量は、「男性40g、女性20g未満」ではなく、「男性20g、女性
はより少なく」であることを確認していただきたい。
　「適正な飲酒」を「節度ある適度な飲酒」（あるいは「節度ある飲酒」）に修正してい
ただきたい。

　国は、健康日本２１（第二次）において、「生活習慣病のリスクを高める量を
飲酒している者の割合の減少」を目標として設定しています。また、生活習慣
病のリスクを高める飲酒量（純アルコール量）について、男性で１日平均４０ｇ
以上、女性で２０ｇ以上と定義しています。
　御意見の趣旨を踏まえるとともに、広く飲酒の正しい知識を普及啓発するこ
とから、全体的に文章を修正しました。

17
　Ｐ１４　２８行目、「適正な飲酒」を「節度ある適度な飲酒」（あるいは「節度ある飲
酒」）に修正していただきたい。

　御意見の趣旨を踏まえるとともに、飲酒に伴うリスクや節度ある飲酒など広く
飲酒の正しい知識を普及啓発することから、「適正な飲酒」の「適正な」を削除
しました。

18

　Ｐ１５　＜生活習慣病のリスクを高める飲酒量＞のコラムの最後に、「なお、飲酒の
リスクが低い「節度ある適度な飲酒の量」は、成人男性で１日に２０ｇ程度です。アル
コールの害を受けやすい女性、お酒の弱い人、高齢者はより少ない量にしましょ
う。」を追記していただきたい。

　御意見の趣旨を踏まえるとともに、節度ある飲酒など広く飲酒の正しい知識
を普及啓発することから、全体的に文章を修正しました。

　３　健康診断及び保健指導

19

　Ｐ１８　１４～１５行目、「医療保険者が行う特定健康診査・特定保健指導に従事す
る者を対象に、適正な飲酒の支援のための正しい知識や技術を習得できるように、
研修を実施します。」を「医療保険者が行う特定健康診査・特定保健指導に従事す
る者を対象に、「保健指導におけるアルコール使用障害スクリーニング（ＡＵＤＩＴ）と
その評価結果に基づく減酒支援（ブリーフインターベンション）の手引き」を活用し、
生活習慣病のリスクが高い飲酒をしている者に介入して減酒と促したり、アルコー
ル依存症の疑いのある者には専門医療機関への受診を勧めるなど、支援のための
正しい知識や技術を習得できるように、○○で研修を実施します。」に修正していた
だきたい。

　研修の具体的な内容については、アルコール健康障害に関する動向等を踏
まえ検討していきます。
　また、ＡＵＤＩＴについて周知が図られるよう、本計画の巻末に参考資料として
掲載することとしています。
　なお、本計画における当該項目は、東京都の取組の方向性について記載し
ていることから、研修の実施主体は東京都となります。

　４　アルコール健康障害に関する医療の充実等

20
　「アルコール依存症に対応できる医療機関が３８５か所」と記載されているが、「そ
んなにあるなら、医療の充実は不要なのではないか？」と誤解を生む表現であるた
め削除していただきたい。

　アルコール依存症に対応できる医療機関の数については、医療機関に関す
る都の現状を説明したものです。
　東京都医療機関情報サービス「ひまわり」に登録されている医療機関１４，１
８７か所のうち、アルコール依存症に対応できる医療機関として３８５か所登録
（平成３０年１２月時点）されています。

3
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21

　以下のような現状分析を記載していただきたい。
　アルコール依存症者は、人口の約１％とされており、東京都（人口１３８０万人　平
成３０年１１月1日のデータ）には１３万８千人のアルコール依存症者がいることが推
定される。一方、通院＋入院者は５５３４人（Ｐ２の表から）で、受療率
（5534/138000）はわずか４％である。残りの９６％は、アルコール依存症を発症して
いるが、身体医療にも精神科医療にも繋がっていない、身体医療のみに繋がってい
る、精神科医療には繋がっているが、アルコール問題が扱われていないといった状
況にある。
　また、依存症予備軍とも言える、大量飲酒者に対しては、節酒指導を行うことで、
飲酒量を減らせるというエビデンスが出ているが、医療機関における節酒治療や、
トリアージを行って、依存症者を断酒治療に繋ぐ試みは、全国的にも始まったばか
りで、都内には対応できる医療機関はない。
　断酒治療と節酒治療の両方を行える専門医療機関の整備と人材育成が必要であ
る。

　Ｐ１２　１７～１９行目において、アルコール依存症者が適切な支援や治療に
つながりにくくなるおそれがあるという現状を説明しています。
　専門医療機関の選定や一般医療等と専門医療との連携強化、医療機関向
けの専門的な研修の実施等に向けて今後取り組んでいきます。
　第６章「おわりに」で、節酒指導について記述しています。

22
　専門医療機関を一箇所以上選定とあるが、せめて各精神保健福祉センターの圏
域ごとは必要ではないか。対人口比から見て現実的な数の専門医療機関が選定さ
れるべきと感じる。

　専門医療機関や治療拠点については、今後、選定基準等について関係団体
等とも協議を行った上で選定していきます。

23

　医療従事者の人材育成だが、専門家より総合病院や救急の現場、一般科などで
初期介入できる人が必要ではないかと思う。
　把握できず見過ごしてしまう、あるいはアルコール関連問題があると理解はした
が、その先の行動がわからないという声も多く聞く。
　初期介入を受け、必要に応じた連携が途切れなく行われることが大切だと思うの
で、そういったつなげていく連携の研修なども必要ではないかと思う。

　今後、一般医療等と専門医療との連携強化や医療機関向けの専門的な研
修の実施等に向けて取り組んでいきます。

24
　一般医療と専門医療の連携について、どの機関がどうやって連携強化を促進する
のか記載していただきたい。

　一般医療と専門医療の連携については、今後、専門医療機関の選定基準等
について関係団体等とも協議を行った上で選定し、その上で具体的な方法を
検討していきます。

25
　専門医療機関を１拠点以上と記載があるが理由はあるのか。都の人口を考えると
１拠点では足りないと思われる。精神保健福祉センターが３拠点あるので、同様に３
拠点以上設ける必要があると考えるがどうなのか。

　専門医療機関については、今後、選定基準等について関係団体等とも協議
を行った上で選定していきます。

26 　人口も多く、医療機関も多いため、治療拠点は２ヶ所以上は必要だと思う。
　専門医療機関や治療拠点については、今後、選定基準等について関係団体
等とも協議を行った上で選定していきます。
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27 　一般医療機関と専門医療機関は具体的にどのように連携するのか。
　一般医療と専門医療の連携については、今後、専門医療機関の選定基準等
について関係団体等とも協議を行った上で選定し、その上で具体的な方法を
検討していきます。

　５　アルコール健康障害に関連して飲酒運転等をした者に対する指導等

28
　Ｐ２０　２２～２５行目　（暴力・虐待・自殺未遂等をした者に対する取組）に酩酊、泥
酔者も加えていただきたい。

　アルコール健康障害対策基本法第７条において、アルコール関連問題につ
いて、「アルコール健康障害及びこれに関連して生ずる飲酒運転、暴力、虐
待、自殺未遂等の問題」と定義されていることから、こうした記載にしていま
す。

29

　アルコール・鬱・自殺という負のトライアングルが注目されている中で、自殺の背
後にアルコールの存在が色濃いことを社会的に認知させることの必要性がある。ま
た自殺予防対策の取組の中でのアルコール依存について周知していく必要性があ
る。
　以上を計画で明確にしていただきたい。

　第４章「５　アルコール健康障害に関連して飲酒運転等をした者に対する指
導等」において、アルコール依存症が自殺の危険因子の一つであることが指
摘されていること及び暴力・虐待・自殺未遂等をした者に対する取組について
記述しています。

　６　相談支援等

30

　公の相談機能を拡充させることは賛成だが、一方で公的な機関だからこそ行きづ
らい、知っている人と顔をあわせるのではないかと不安だ、という声も良く聞くところ
である。地域にある民間の資源などを活用できないか。
　都心においては、近所より交通の便がよい、沿線にある、という要素で相談先が
決定されることも多い印象がある。そういったことも配慮される必要を感じる。
　区をまたいでの相談は多々あると思うので、区を越えた地域を想定して相談先を
周知する必要があると思う。

　都の相談拠点において、区市町村による自助グループとの連携・協力内容
等を把握し、活動内容とともに広く都民に情報提供することとしています。

31
　「関係機関の連携体制の整備」について、地域包括支援センター、女性保護施
設、児童保護施設などとの連携も視野に入れた記述にしていただきたい。

　都の相談拠点において、地域における医療機関、行政、自助グループ等の
関係機関の活動内容や役割を明確にし、適切な相談や治療、回復支援にま
でつなげる連携体制を強化することとしています。
　また、本計画において、地域の関係機関との連携による取組事例を紹介し、
さらなる取組が進むように工夫することとしています。
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　８　民間団体の活動に対する支援

32
　Ｐ２４　３行目　「都内では断酒会をはじめとする自助グループ等」を「都内では断
酒会、ＡＡをはじめとする自助グループ等」に修正していただきたい。

　ご意見の趣旨を踏まえ、「都内では断酒会をはじめとする自助グループ等」
を「都内では断酒会やＡＡ、ジャパンマックなどの自助グループ等」に修正しま
した。

33

　Ｐ２４　３３～３４行目　「アルコール依存症の専門医療機関等と自助グループ等の
民間団体との連携が進むよう支援していきます。」に、「このため、患者を医療機関
から自助グループにつなぐＳＢＩＲＴＳの普及啓発に努めます。」を追記していただき
たい。（ＳＢＩＲＴＳの説明別掲）

　ＳＢＩＲＴＳについては、本計画の策定委員会におけるゲストスピーカーの発
表資料の中で紹介されています。
　専門医療機関等と民間団体との連携の促進に向けた具体的な方法につい
ては、今後検討していきます。

34

　Ｐ２４　【取組の方向性】に１項目、「○精神保健福祉センター、区市町村、保健所
等行政機関が、自助グループを地域の社会資源として活用し、関係機関の連携の
中で、それぞれの団体の機能に応じた役割を果たす機会や場所を提供していきま
す。」を追記していただきたい。

　行政機関における自助グループとの連携が進むよう、都の相談拠点におい
て、地域における医療機関、行政、自助グループ等の関係機関の活動内容や
役割を明確にし、連携体制の強化に向けた取組を進めることとしています。

35 　自助グループや民間団体との連携支援は具体的にどのように行うのか。
　都の相談拠点において、地域における医療機関、行政、自助グループ等の
関係機関の活動内容や役割を明確にし、連携体制の強化に向けた取組を進
めることとしており、具体的な連携方法については、今後検討していきます。

36

　当事者団体（自助グループ）の存在は、当事者が長期間にわたり断酒を継続して
いくには大きな支えであるが、当事者団体の現状を把握し、その活動が安定して継
続するための支援体制の強化を図る必要性がある。
　以上を計画で明確にしていただきたい。

　当事者団体への支援については、第４章「８　民間団体の活動に対する支
援」において、具体的に記載しています。

　１０　調査研究の推進

37
　はっきりと課題を見据え、具体的な数値目標を設置し、それに向かって具体的な
介入の基準を作り、実行したことの効果測定や見直しを図る仕組みが必要ではない
かと思う。そのための調査研究が行われることを希望する。

　国は、法に基づき、飲酒がアルコール健康障害に及ぼす影響の分析研究、
アルコール健康障害を予防するための早期介入の手法についての調査研
究、依存症の専門医療機関の実態把握及び求められる機能についての調査
研究等を行うこととしており、都としては、国の調査研究の情報を収集しつつ、
地域の社会資源等の調査を実施することとしています。
　また、こうした趣旨について、第６章「おわりに」に記述しました。
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No. 御意見（要旨） 東京都としての考え方

第５章　推進体制と進行管理

38
　Ｐ２７　４～５行目　１項目について、どのように区市町村と連携を図るのか具体的
に示していただきたい。

　都の相談拠点において、地域における医療機関、行政、自助グループ等の
関係機関の活動内容や役割を明確にし、適切な相談や治療、回復支援にま
でつなげる連携体制の強化を進めるなど、本計画に基づく各種取組におい
て、区市町村との連携を図っていきます。

39
　外部有識者による協議会のようなものを設置し、定期的に意見聴取や進捗を問う
等の取り組みは必要ではないか。

　会議の開催に当たっては、必要に応じて、外部有識者の意見を聞くことを想
定しています。

その他（全体に対するご意見など）

40
　取組に対しどのように効果測定をするのか、具体的な数値目標を掲げていただき
たい。

　本計画では、以下の目標を掲げています。
　・生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している人の割合を減少
　・アルコール健康障害に関する相談拠点を設定
　・アルコール依存症の専門医療機関を選定

41 　栄養士等との連携・活用も視点に盛り込めないものか。 　事案によっては、栄養士等と連携している場合もあると考えます。

42
　今回の計画策定における、新しい取組や重点的な取組はあるのか。あればその
旨を記載すべきだがいかがか。

　第３章「３　取組を進める上での視点」において、「アルコール健康障害の発
生を予防」及び「相談、治療、回復支援の体制整備」を掲げています。

43 　基本計画にあるように重点課題をおくべきである。
　第３章「３　取組を進める上での視点」において、「アルコール健康障害の発
生を予防」及び「相談、治療、回復支援の体制整備」を掲げています。

44 　具体的な数値目標をつくるべきである。
　本計画では、生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している人の割合を減ら
すことなどを目標としています。

45
　取組の方向性について、どの部署が担当するのか記載がないものが多い。記載
した方が分かりやすいのではないか。また、取組事業の記載は行わないのか。

　本計画は、アルコール健康障害対策に関する今後の取組の方向性を記載し
ています。
　具体的な取組を実施する際には、担当部署を明確にします。

46
　飲酒の問題は、当事者の生き方のなかでの根源的な問題（生き辛さ）が先鋭的に
表出した結果であり、断酒するだけで根源的な問題の解決が図れるわけではない。

　アルコール依存症等の当事者への対応については、地域の実情に応じて関
係機関が連携して取り組んでいます。
　地域におけるアルコール健康障害対策についての具体的な連携事例を紹介
し、さらなる取組が進むように工夫することとしています。
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